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伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する

条例の一部を改正する条例 

 

伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例  

（令和４年伊方町条例第26号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で

示すように改定する。 

改 正 前 改 正 後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 再生可能エネルギー発電事業 町

内において、太陽光発電施設を利用し

発電を行う事業で、出力の合計が10キ

ロワット以上（同一又は共同の関係に

あると認められる設置者が、同時期若

しくは近接した時期又は近接した場所

に設置する太陽光発電施設の合算した

出力が10キロワット以上となる場合を

含む。）のもの、又は風力発電施設を

利用して発電を行う                

        事業で、出力の合計が5,000キ

ロワット未満のもので、以下のいずれ

かに該当するものを除く。 

(２) 再生可能エネルギー発電事業 町

内において、太陽光発電施設を利用し

発電を行う事業で、出力の合計が10キ

ロワット以上（同一又は共同の関係に

あると認められる設置者が、同時期若

しくは近接した時期又は近接した場所

に設置する太陽光発電施設の合算した

出力が10キロワット以上となる場合を

含む。）のもの、又は風力発電施設を

利用して発電を行う高さが13メートル

を超える事業で、出力の合計が5,000キ

ロワット未満のもので、以下のいずれ

かに該当するものを除く。 

ア・イ 略 ア・イ 略 

(３)・(４) 略 (３)・(４) 略 

(５) 該当行政区 区域内に事業区域を

含む行政区をいう。なお、風力発電事

業においては、住宅等から200メートル

の範囲内に居住者のある行政区を、ま

た、太陽光発電については、住宅等か

ら50メートルの範囲内に居住者のある

(５) 該当行政区 区域内に事業区域を

含む行政区及び町の指定する行政区を

いう。                             
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行政区を含むものとする。                  

(６)・(７) 略 (６)・(７) 略 

（事前協議） 

第10条 事業者は、第12条第１項の規定に

よる届出をしようとするときは、事業に

関する計画について、あらかじめ町長と

協議しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による協議があっ

たときは、事業者に対して必要な助言を

行うことができる。 

 

 

（周辺関係者への説明） （周辺関係者への説明） 

第11条 略 第10条 略 

２ 事業者は、前項の周知を行うにあたり、

次条第１項の規定による届出を行うまで

に、事業計画の内容について該当行政区

の同意を得るとともに、近隣住民等の理

解が得られるよう努めなければならな

い。 

２ 事業者は、前項の周知を行うにあたり、

次条第１項の規定による届出を行うまで

に                                  

                    、近隣住民等の理

解が得られるよう努めなければならな

い。 

３ 略 ３ 略 

（事業の届出） （事業の届出） 

第12条 事業者は、事業を行おうとすると

きは、あらかじめ、次に掲げる事項につ

いて、町長に届け出て審査を受けなけれ

ばならない。                         

                

第11条 事業者は、事業を行おうとすると

きは、規則で定めるところにより、事業

に着手しようとする日の60日前までに、

必要な事項を届け出て、町長の同意を得

なければならない。 

(１) 事業者の氏名及び住所（法人その

他の団体にあっては、その名称及び代

表者の氏名並びに主たる事務所の所在

地） 

(２) 事業を行う位置及び事業の計画を

明らかにする書類 

(３) 事業区域及びその周辺の状況を示

す写真 

(４) 事業に係る設計又は施工方法を明

らかにする書類 
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(５) 施設の維持管理計画（施設の廃止

後において行う措置を含む。） 

(６) 該当行政区住民への説明会に係る

報告書及び該当行政区の同意書の写し 

(７) 近隣住民等への説明に係る報告書 

(８) 他法令による許認可等を受けてい

る場合はその許可書の写し 

(９) 前各号に掲げるもののほか、町長

が必要と認める事項 

２ 事業者は、第８条第２項ただし書に該

当する禁止区域又は第９条第１項に規定

する抑制区域において事業を行おうとす

るときは、前項の届出により町長の同意

を得なければならない。 

 

３ 事業者は、第１項第１号に掲げる事項

の変更をしたときは、速やかにその旨を

町長に届け出なければならない。       

                

４ 事業者は、第１項第２号又は第４号に

掲げる事項の変更をしようとするとき

は、あらかじめその旨を町長に届け出な

ければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により届け出た

事項を変更しようとするときは、速やか

にその旨を届け出て、町長の同意を得な

ければならない。 

 （意見書及び見解書の提出） 

第12条 近隣住民等は、規則で定めるとこ

ろにより、事業計画書に対する良好な生

活環境及び自然環境等の保全上の見地か

らの意見書を、事業者が前条の規定によ

る届出を行った日の翌日から起算して14

日以内に町長を経由して事業者に提出す

ることができる。 

２ 事業者は、前項の意見書に対する見解

書を、意見書の提出日の翌日から起算し

て７日以内に町長に提出し、その見解書

を公告し、及び縦覧しなければならない。 

 （再意見書及び再見解書の提出） 

第13条 近隣住民等は、規則で定めるとこ
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ろにより、前条第２項の見解書に対する

良好な生活環境及び自然環境等の保全上

の見地からの再意見書を、事業者が見解

書を縦覧した日の翌日から起算して７日

以内に町長を経由して事業者に提出する

ことができる。 

２ 事業者は、前項の再意見書に対する再

見解書を、再意見書の提出日の翌日から

起算して７日以内に町長に提出し、その

再見解書を公告し、及び縦覧しなければ

ならない。 

 （同意） 

第14条 町長は、事業者の手続きが適切で

あって、事業計画が良好な生活環境及び

自然環境等の保全上支障がないと認める

時は、事業について同意するものとする。 

２ 町長は、事業計画について良好な生活

環境及び自然環境等の保全上支障が生じ

るおそれがあると認められるときは、事

業者に対し、その旨を通知するとともに、

事業計画の変更を求めるものとする。 

 （同意の制限） 

第15条 町長は、事業区域の全部又は一部

が禁止区域又は抑制区域に存する場合又

は近隣住民等の理解が得られない場合

は、事業について同意しないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、近隣住民等

の理解が得られた事業で、当該事業区域

の一部が抑制区域内に存するものについ

て、町長がこの条例の目的に照らして支

障がないと認めるときは、この限りでは

ない。 

（審査） （審査） 

第13条 町長は、前条  の規定による届け

出にあたっては審査を実施し、必要に応

じて伊方町環境審議会条例（平成17年伊

第16条 町長は、第11条の規定による届出

 にあたっては審査を実施し、必要に応

じて伊方町環境審議会条例（平成17年伊
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方町条例第146号）第１条の伊方町環境審

議会に諮問することができる。 

方町条例第146号）第１条の伊方町環境審

議会に諮問することができる。 

（審査基準） （審査基準） 

第14条 前条における審査の基準は、次に 

 掲げる事項について規則で定める基準と 

 する。 

（１） 略 

（２） 事業区域の周辺地域における良好 

  な       自然環境等の保全に関 

する事項      

（３）～（５） 略 

第17条 前条における審査の基準は、次に 

 掲げる事項について規則で定める基準と 

 する。 

（１） 略 

（２） 事業区域の周辺地域における良好 

  な生活環境及び自然環境等の保全に関 

する事項      

（３）～（５） 略 

（審査結果） （審査結果） 

第15条 町長は、第13条の審査が終了した

ときは、事業者に審査結果を通知するも

のとする。 

第18条 町長は、第16条の審査が終了した

ときは、事業者に審査結果を通知するも

のとする。 

２・３ 略 ２・３ 略 

第16条～第20条 略 第19条～第23条 略 

（指導又は勧告） （指導又は勧告） 

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該

当する場合は、事業者に対して         

              指導又は勧告を行うこと

ができる。 

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該

当する場合は、事業者に対して必要な措

置を講ずるよう指導又は勧告を行うこと

ができる。 

(１) 事業者が正当な理由なく、第11条

第２項に規定する該当行政区の同意又

は第12条第２項の規定による町長の同

意を得ないで設置工事に着手したと

き。 

(１) 事業者が正当な理由なく、第14条 

                                  

         の規定による町長の同

意を得ないで設置工事に着手したと

き。 

(２) 事業者が正当な理由なく、第12条

第１項の規定による届出の前又は第15

条第３項の規定による届出の前に設置

工事に着手したとき。 

(２) 事業者が正当な理由なく、第11条

第１項の規定による届出の前又は第18

条第３項の規定による届出の前に設置

工事に着手したとき。 

(３) 事業者が第12条第１項、第３項又

は第４項の規定による届出を行わず、

又は虚偽の協議等をしたとき。 

(３) 事業者が第11条第１項、第２項   

       の規定による届出を行わず、 

又は虚偽の協議等をしたとき。 

(４) 事業者が第15条第３項の規定によ (４) 事業者が第18条第３項の規定によ
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る届出を行わず、又は虚偽の協議等を

したとき。 

る届出を行わず、又は虚偽の協議等を

したとき。 

(５) 事業者が第16条第１項の規定によ

る届出を行わず、又は虚偽の協議等を

したとき。 

(５) 事業者が第19条第１項の規定によ

る届出を行わず、又は虚偽の協議等を

したとき。 

(６) 事業者が第19条の規定による届出

を行わず、又は虚偽の協議等をしたと

き。 

(６) 事業者が第22条の規定による届出

を行わず、又は虚偽の協議等をしたと

き。 

(７)・(８) 略 (７)・(８) 略 

（公表） （公表） 

第22条 略 第25条 略 

 （国及び県への報告） 

第26条 町長は、前条の規定による公表を

行った場合は、当該公表内容及び公表の

事実を国及び県へ報告するものとする。 

（委任） （委任） 

第23条 略 第27条 略 

附 則 附 則 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の規定は、この条例の公布日

前に工事に着手している事業について

は、施行日以後に事業計画の変更又は廃

止が行われるまでの間は、第８条から第1

7条及び第19条の規定は適用しない。 

２ この条例の規定は、この条例の公布日

前に工事に着手している事業について

は、施行日以後に事業計画の変更又は廃

止が行われるまでの間は、第８条から第2

0条及び第22条の規定は適用しない。 

３ この条例の規定は、この条例の公布日

から施行日前に工事に着手する事業につ

いては、施行日以後に事業計画の変更又

は廃止が行われるまでの間は、第８条か

ら第10条及び第12条から第17条及び第19

条の規定は適用しない。 

３ この条例の規定は、この条例の公布日

から施行日前に工事に着手する事業につ

いては、施行日以後に事業計画の変更又

は廃止が行われるまでの間は、第８条か

ら第９条及び第11条から第20条及び第22

条の規定は適用しない。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。    


